
 

京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間保育園等（民間保育園、保育所型認定こども園及び幼保連携

型認定こども園をいう。以下同じ。）に対し、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設

の人員、設備及び運営の基準等に関する条例並びに京都市認定こども園の認定の要件

等に関する条例に定める必要な人員及び費用が確保できるよう財政的な支援を行うた

め、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金

等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「認定

こども園法」という。）及び条例において使用する用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 民間保育園 児童福祉法第３５条第４項により市長の認可を受けて設置された保

育所のうち本市以外の者が運営するもの 

⑵ 保育所型認定こども園 認定こども園法第３条第１項又は第３項の規定により市

長又は京都府知事の認定を受けた認定こども園のうち、保育所型 

⑶ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第１７条第１項により市長又は京都府

知事の認可を受けた認定こども園 

⑷ 条例基準保育士数 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（幼保連携型認定こども園にあっては、京都市認定こども

園の認定の要件等に関する条例）により置くべき保育士の数 

⑸ 国基準保育士数 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省

令第６３号）（幼保連携型認定こども園にあっては、幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生

労働省令第１号））により置くべき保育士の数 

⑹ １号認定子ども 子ども・子育て支援法（以下「支援法」という。）第１９条第１

号に規定する小学校就学前子ども 

⑺ ２号認定子ども 支援法第１９条第２号の要件を満たし、同法第２０条第１項の

規定により本市の認定を受けた児童 

⑻ ３号認定子ども 支援法第１９条第３号の要件を満たし、同法第２０条第１項の

規定により本市の認定を受けた児童 

⑼ ２・３号認定子ども ２号認定子ども及び３号認定子ども 

⑽ 国制度給付費の人件費相当額 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請

者」という。)が、本補助金の申請の対象とする民間保育園等（以下「補助対象園」

という。）の運営のために受給する額のうち、次に掲げる額について、京都市民間保

育園等への人件費等補助金交付要領第３条第１項に定める方法を準用し算出した額

の合計額 

ア 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地



 

域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基

準等（平成２７年３月３１日内閣府告示第４９号）（以下「費用算定基準」という。）

第１条第１４号に規定する基本分単価の額をもとに補助事業年度（補助事業等を

実施する年度（４月１日から翌年３月末日までをいう。）をいう。）において補助

対象園が受給する額のうち人件費相当額として京都市民間保育園等への人件費等

補助金交付要領第３条第２項に定める方法を準用し算出した額 

イ 費用算定基準第１条第２１号に規定する処遇改善等加算Ⅰ（基礎分及び賃金改

善要件分のうち、人件費相当額として京都市民間保育園等への人件費等補助金交

付要領第３条第２項に定める方法を準用し算出した額に限る。）として補助事業年

度において補助対象園が受給する額 

⑾ ４歳以上児配置改善加算 費用算定基準に規定する加算 

 

（補助の対象） 

第３条 補助金の交付の対象は、補助事業年度において補助対象園の条例基準保育士数

を満たすために要する人件費から、国基準保育士数を満たすために要する人件費の差

額とする。 

なお、人件費について、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第３条に

定める人件費等と読み替えることができる。 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の第１号から第２号を差し引いた額とする。 

⑴ 補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第４条第

１項、第４項及び第５項の規定に基づき算出された保育士等の人件費等の額のうち、

条例基準保育士数を満たすために要する額 

⑵ 補助事業年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱第４条第

２項の規定に基づき算出された保育士等に係る国制度給付費の人件費相当額 

２ 前条及び前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める期間は、保育士

人件費のうち条例基準保育士数を満たすために要する人件費を超える部分、法人決算

書（資金収支計算書。以下同じ。）等における事業費支出及び事務費支出並びに保育士

以外（調理師、事務員など市長が認める職種に限る。）の人件費について、補助対象経

費及び前項第１号の額に加えることができる。 

ただし、その場合であっても、公益社団法人京都市保育園連盟が実施する物件費等

に対する補助金制度その他都道府県等が実施する補助金等において補助事業年度分と

して交付された額のうち、当該経費に充当した額は、補助対象経費に加えることがで

きない。 

 

（補助金の上限額） 

第５条 補助金の上限額は、予算の範囲内において、次の１号又は２号とする。 

⑴ 当該補助事業年度における４歳以上児配置改善加算を取得する月が確定するまで

の間は、別表１に定める歳児ごとの基本加算単価及び処遇改善等加算単価を合計し

た額に、補助事業年度における当該歳児の児童（２・３号認定子どもに限る。）の年

間延べ人数（ただし、条例基準保育士数を満たさない月の児童数を除く。）を乗じて

得た額を上限とする。 



 

⑵ 当該補助事業年度における４歳以上児配置改善加算を取得する月が確定した後は、

同加算の取得の有無により、以下ア又はイとする。 

ア 取得している月 別表１に定める歳児ごとの基本加算単価及び処遇改善等加算

単価を合計した額に、補助事業年度のうち同加算を取得している月の当該歳児の

児童（２・３号認定子どもに限る。）の延べ人数（ただし、条例基準保育士数を満

たさない月の児童数を除く。）を乗じて得た額を上限とする。 

イ 取得していない月 別表２に定める歳児ごとの基本加算単価及び処遇改善等加

算単価を合計した額に、補助事業年度のうち同加算を取得していない月の当該歳

児の児童（２・３号認定子どもに限る。）の延べ人数（ただし、条例基準保育士数

を満たさない月の児童数を除く。）を乗じて得た額を上限とする。 

 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の申請は、市長が定める期日までに、「京都市民間保育園等運営費条例基

準部分補助金交付申請書」（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて行われなけ

ればならない。 

なお、添付書類については、補助事業年度の前年度における京都市民間保育園等へ

の人件費等補助金交付要領第１７条第３号に規定する第３期時点において提出された

京都市民間保育園等への人件費等補助金の変更承認申請書の添付書類等をもって代え

ることができる。 

⑴ 職員配置状況確認書 

⑵ 賃金総括表 

⑶ その他必要な書類 

 

（交付決定の通知） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があったときは、申請が到達してから原

則として３０日以内に、条例第１０条各項に基づき、交付又は不交付及び交付予定額

を決定し、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金交付決定（却下）通知書」

（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 前項に規定する交付予定額は、前条の規定により提出された書類に基づき、補助事

業年度の前年度における京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要領第１７条第

３号に規定する第３期時点において第２条から第５条の規定に基づき算出した額で代

えることができる。 
 

（概算払） 

第８条 市長は、条例第２１条第２項の規定に基づき、補助金の交付の目的を達成する

ため特に必要があると認めるときは、事業の完了前に、概算払をすることができる。 

２ 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を、市長が定

める期日までに提出しなければならない。 

 

（変更等の承認の申請） 

第９条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係

る市長の承認の申請は、軽微な変更を除いて、「京都市民間保育園等運営費条例基準部

分補助金変更承認申請書」（第３号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて行うものと



 

する。 

なお、添付書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金の変更承認申

請書の添付書類をもって代えることができる。 

⑴ 職員配置状況確認書 

⑵ 賃金総括表 

⑶ その他必要な書類 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次の各号のとおりとする。 

⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、申請者の自由な創意により計画変

更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

⑵ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 

⑶ 第４条に掲げる経費の額の変更 

３ 市長は第１項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等

運営費条例基準部分補助金変更承認（却下）通知書」（第４号様式）により、通知する

ものとする。 

４ 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申

請は、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金中止・廃止承認申請書」（第５

号様式）により行うものとする。 

５ 市長は前項に基づく申請があった場合、内容を審査のうえ、「京都市民間保育園等運

営費条例基準部分補助金中止・廃止承認通知書」（第６号様式）により、通知するもの

とする。 

 

（実績報告及び補助金の交付額の確定等） 

第１０条 申請者は、市長の指定する日までに、当該補助事業年度中の状況について、

「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金実績報告書」（第７号様式）に、次の

各号に掲げる書類を添えて報告しなければならない。 

なお、添付書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金の実績報告書

の添付書類等をもって代えることができる。 

⑴ 職員配置状況確認書 

⑵ 賃金総括表 

⑶ その他必要な書類 

２ 市長は、第１項の実績報告書に基づき、実績が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合するか否かを審査のうえ、適合すると認めるときは、「京都市民間

保育園等運営費条例基準部分補助金交付額確定通知書」（第８号様式）により、通知す

るものとし、この場合において、第８条の規定に基づき既に支払った額と交付確定額

とが異なるときは、その差額について予算の範囲内において交付し、又は返還を命じ

るものとする。 

３ 申請者は、第２項の規定により返還を命じられたときは、速やかに返還しなければ

ならない。 

４ 申請者は、第１項の実績報告を行ったうえで、補助事業年度の翌年度の７月末日ま

でに、市長が認める場合を除き、法人決算書等及び賃金台帳の額と一致した賃金総括

表並びに法人決算書等を提出しなければならない。 

なお、提出書類については、京都市民間保育園等への人件費等補助金等の提出書類

をもって代えることができる。 



 

５ 前項の規定により提出された賃金総括表及び法人決算書等における人件費並びに事

業費支出及び事務費支出の額が、第２項の規定に基づき市長が認定したそれぞれの実

績額を下回り、交付確定額が減少するとき、第１項から第３項に定める規定を準用す

る。 

 

（精算報告書の提出） 

第１１条 申請者は、第８条による概算交付を受けた場合は、前条第２項の規定による

補助金の額の確定後（ただし、前条第３項の規定により返還を命じられたときはその

返還後）、速やかに、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金精算報告書」（第

９号様式）により精算報告を行わなければならない。 

 

（補助金の条件） 

第１２条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するために

必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

（関係書類の整備） 

第１３条 申請者は、支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整

備し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

 

(報告、検査及び指示) 

第１４条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、補助金の執行状況等

について報告を求め、検査し、又は指示することができる。 

２ 前項の報告の要求等は、補助事業年度が終了した後も行うことができるものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１５条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができ

る。 

⑴ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 

⑵ 補助金を交付の目的外に使用したとき又は不正に使用したと認められるとき 

⑶ 不正又は虚偽の申請をしたとき 

⑷ 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

⑸ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消す決定をするときは、

聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。 

３ 市長は、前項の手続を経て交付決定の全部又は一部を取り消す決定をしたときは、

申請者に対し、速やかにその旨を、「京都市民間保育園等運営費条例基準部分補助金決

定取消・変更通知書」（第１０号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第１６条 市長は、条例第２２条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消

し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、条例

第２３条に基づき、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 



 

 

（補則） 

第１７条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関

し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行する。 

（市長が指定する期間） 

２ 第４条第２項に規定する市長が特に必要であると認める期間は、令和４年度から令

和６年度までとする。 

なお、以降の取扱いについては、概ね３年程度の決算状況を踏まえて検証を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。 

（経過措置） 
３ 令和４年度に限り、第６条及び第７条第２項の規定において、「補助事業年度の前年

度」は「補助事業年度」、「第３号」は「第２号」、「第３期」は「第２期」と読み替え

るものとする。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 本市から民間保育園等に４歳以上児配置改善加算が支給可能となるまでの間、各民

間保育園等において運営に重大な支障が生じる場合は、第５条第１号に規定する別表

１の補助上限額は、別表２を適用する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



 

別表１（第５条関係） 
（１）基本加算単価（単位：円） 

区分 １歳児 ４歳児 

基本加算単価 １６，８２０ ５，０４０ 

備考１ 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の３月３１日におけ

る年齢による。 

 

（２）処遇改善等加算単価（単位：円） 

区分 １歳児 ４歳児 

 

 

 

処

遇

改

善

等

加

算

単

価 

処遇改善等加算率(19%) 3,040 950 

処遇改善等加算率(18%) 2,880 900 

処遇改善等加算率(17%) 2,720 850 

処遇改善等加算率(16%) 2,560 800 

処遇改善等加算率(15%) 2,400 750 

処遇改善等加算率(14%) 2,240 700 

処遇改善等加算率(13%) 2,080 650 

処遇改善等加算率(12%) 1,920 600 

処遇改善等加算率(11%) 1,760 550 

処遇改善等加算率(10%) 1,600 500 

処遇改善等加算率(9%) 1,440 450 

処遇改善等加算率(8%) 1,280 400 

処遇改善等加算率(7%) 1,120 350 

処遇改善等加算率(6%) 960 300 

処遇改善等加算率(5%) 800 250 

処遇改善等加算率(4%) 640 200 

処遇改善等加算率(3%) 480 150 

処遇改善等加算率(2%) 320 100 

備考１ 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の３月３１日におけ

る年齢による。 

  ２ 処遇改善等加算率の区分については、費用算定基準第１条第２０号による。 



 

別表２（第５条関係） 
（１）基本加算単価（単位：円） 

区分 １歳児 ４歳児 ５歳児 

基本加算単価 １６，８２０ ８，４００ ３，３６０ 

備考１ 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の３月３１日におけ

る年齢による。 

 

（２）処遇改善等加算単価（単位：円） 

区分 １歳児 ４歳児 ５歳児 

 

 

 

処

遇

改

善

等

加

算

単

価 

処遇改善等加算率(19%) 3,040 1,520 570 

処遇改善等加算率(18%) 2,880 1,440 540 

処遇改善等加算率(17%) 2,720 1,360 510 

処遇改善等加算率(16%) 2,560 1,280 480 

処遇改善等加算率(15%) 2,400 1,200 450 

処遇改善等加算率(14%) 2,240 1,120 420 

処遇改善等加算率(13%) 2,080 1,040 390 

処遇改善等加算率(12%) 1,920 960 360 

処遇改善等加算率(11%) 1,760 880 330 

処遇改善等加算率(10%) 1,600 800 300 

処遇改善等加算率(9%) 1,440 720 270 

処遇改善等加算率(8%) 1,280 640 240 

処遇改善等加算率(7%) 1,120 560 210 

処遇改善等加算率(6%) 960 480 180 

処遇改善等加算率(5%) 800 400 150 

処遇改善等加算率(4%) 640 320 120 

処遇改善等加算率(3%) 480 240 90 

処遇改善等加算率(2%) 320 160 60 

備考１ 年齢の区分は、保育を実施する日の属する年度の前年度の３月３１日におけ

る年齢による。 

  ２ 処遇改善等加算率の区分については、費用算定基準第１条第２０号による。 

 


